
 

 
●行動計画 
 
１ 計画期間 平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日 
 
２ 行動計画の内容 

① 妊娠中の女性労働者の健康を確保し、育児短時間勤務者が安心して仕事と育

児を両立できるよう、相談窓口を設置する。 

② 計画期間中に、男性の育児休業取得者を 1名以上にする。 

③ これまでの実施内容を継続・拡充して若年層インターンシップを実施する。 

 

●行動計画の取組内容等 

・ 男女従業員を対象に「出産・育児休業制度説明会」を計画期間(２年間)に６

回実施し、制度の説明、従業員からの体験談の発表や質疑応答、意見交換を

行った。 
・ 上記取組により、男性の育児休業取得者は４名、いずれも２０日以上の取得

をしている。 
・ インターンシップについては、特別支援学校の生徒も含め高校生向けに、最

長８日間のコースに拡充した。大学生については５日間のコースに加え、  

１０日間コース、長期コースを設定した。 

 

●その他の両立支援の取組 

・ 育児短時間勤務制度において、子が小学校就学の始期に達するまで利用でき、

法定を上回るものとなっている。  

・ 育児のための時間外労働の制限の制度において、小学校３年生以下まで利用

でき、法定を上回るものとなっている。 

 

 株式会社 原信  

子育てサポート企業として認定 

―次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」マークを取得－ 

 
 

株式会社 原信 

所 在 地：長岡市 

事業内容：スーパーマーケット 

労働者数：約８，６００人 
 


